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「道の駅かみおか」再整備事業基本計画策定業務委託仕様書（案） 

 

※この仕様書については技術提案書を作成するためのものである。 

契約優先交渉権者と仕様について協議を行い、協議が整った段階で、仕様書を

修正の上、業務委託契約を締結する。  

１ 業務名 

「道の駅かみおか」再整備事業基本計画策定業務委託 

２ 業務の目的 

道の駅かみおかは、平成８年のオープンから２８年以上が経過し、施設設

備の経年により修繕等経費が大きな負担となっている。また、駐車可能台数

は近隣の道の駅に比べ大幅に少なく、昼食時やイベント開催時における駐車

スペース、また売店・レストラン等の店舗面積不足を指摘されており、需要

に見合う駐車場および施設面積の拡大が求められている。 

さらに、国が「道の駅」に求める役割については、開設当初の『通過する

道路利用者のサービス提供の場』（第 1ステージ）から『地方創生・観光を

加速する拠点』（第３ステージ）に変遷していることから、利用者のニーズ

と今後の道の駅のあり方を十分に捉え、市の観光重要拠点として、持続的な

施設運営を可能とするための基本計画を策定する。 

 

３ 業務履行期間 

契約締結日の翌日から令和７年９月３０日まで  

４ 業務対象施設及び所在地 

（１）施設名 道の駅かみおか 

（２）所在地 大仙市北楢岡字船戸１８７番地 

５ 予算上限額 

８，２６１千円（消費税及び地方消費税を含む） 
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６ 委託業務の内容 

（１）計画準備 

業務実施にあたり、業務の目的、内容を把握した上で、業務の手順及び遂

行に必要な条件等を整理し、業務計画書を作成するとともに、業務遂行に必

要な資料を収集・整理する。 

（２）現況整理 

対象地の位置及び面積、現況施設の概要や利活用状況について整理する

とともに、対象地のアクセス状況や周辺環境について整理する。 

 

（３）関係法令の確認と整理 

施設の改築にあたり関係する法令を確認し、予測される課題等について

整理し、その解決手法を検討する。 

（４）計画の位置付け整理 

①上位計画等関連計画方針の整理 

     大仙市総合計画基本構想及び後期実施計画、大仙市デジタル田園都市

国家構想総合戦略、第３次大仙市観光振興計画、大仙市公共施設等総合管

理計画といった市の上位計画、その他関連計画の方針等を位置付け整理

する。 

 

②「道の駅かみおか」再整備事業基本構想との整合性 

基本コンセプト及び基本理念の実現に向け、整合性の取れた整備実施

の方向性を検討する。 

（５）敷地条件の整理 

対象地における敷地・建物条件として、法規制状況・適用状況を整理す

る。 

国道１３号等の交通量や将来の利用者ニーズに見合う駐車場や地域連

携施設の敷地面積を計画すること。敷地面積を増やすことも可能とする。 

改築中においても現行の生産物直売・食材供給施設の営業を最大限継

続できるよう検討するものとする。 

 

（６）導入機能・施設規模の設定 

①導入機能の検討 

施設として必要な機能について、事前に利用者及び地域住民等への聞
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き取り調査を実施し、ニーズを把握した上で検討・整理する。 

 

②導入施設の設定 

にぎわいを生み出す施設（スペース）を設け、来場者が利用しやすく交

流の場となる計画とする。また、導入機能別に提供する具体的なサービス

の内容について整理し、必要な規模、設備等について検討を行う。また、

検討にあたっては、道路管理者である国と市が協力して共同で整備する

「一体型」の整備手法を取り入れ、本市内近隣の道の駅関連施設との連携

も最大限考慮するものとする。 

 

③施設規模の設定 

設定した導入施設について、マーケティング調査等を行い、駐車場規模、

想定利用者数の算定結果をもとに、施設の適正規模を算出する。また、庁

内関係部署の意向を踏まえた上で、施設規模を設定する。 

 

（７）実施手法の導入可能性調査 

   ①基本事項・考え方の整理  

既往調査の結果や計画を踏まえ、PPP/PFI導入可能性調査の前提条件を

整理する。 

②法制度上の規制等の整理  

本事業をPPP/PFI手法で実施する場合においての法制度上の規制等を

整理する。  

③事業手法及び整備効果の検討  

PPP/PFI手法を含め、各事業手法のメリット・デメリット等を分析・

評価を行い、最適な事業手法を設定し、整備効果を検討する。  

ア) 業務範囲の検討  

イ) 業務範囲に対応する要求水準(サービス水準)の検討  

ウ) 事業方式(指定管理方式・PPP/PFI等)の検討 

エ）施設供用開始までの事業スケジュール 

オ) 定性的な整備効果（広域周遊観光への影響、地域振興への影響） 

カ）定量的な整備効果（交流人口、地元への経済効果等） 

キ）農産物等商品の持続的な供給体制の確保 

④今後の検討課題の整理  

本業務の検討結果を踏まえ、事業完了まで想定される今後の課題検討

を整理する。 
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（８）基本計画図の作成 

①ゾーニング計画 

敷地全体及び建物内を対象として、導入施設相互の関係性を整理し、動

線を考慮しながら施設の大まかな配置や周辺敷地への拡張の必要性を検

討し、ゾーニング図を作成し、比較検討を行う。比較検討にあたっては、

現地での再整備（案）と、他適地（神岡地域内の国道１３号沿線）への移

転整備（案）の２案による比較検討とする。 

 

②基本計画図の作成 

ゾーニング計画及び施設規模に基づき、基本レイアウト図を作成する。    

作成するレイアウト図は、敷地全体の平面レイアウト図と建物内のレイ

アウト図及び建物の立面図とする。 

 

（９）事業実施に向けた整理 

①概算工事費の算出及び整備スケジュールの作成 

作成した基本計画図に基づき、現地に再整備した場合と他適地（神岡地

域内の国道１３号沿線）に移転整備した場合について、それぞれ概算工

事費算出及び整備スケジュール（案）を作成する。概算工事費の算出に

ついては、国の補助金（各省庁の「道の駅」支援メニュー）を活用する

ことで、本市の財政負担軽減を検討していくこと。 

 

②開館方式及び開館日時の検討 

作成した基本計画図に基づき、開館方式及び開館日時の検討を行うこ 

と。 

 

③来館者数及び運営・維持管理費の見込額算出  

開館方式及び開館日時の検討結果に基づき、来館者数及び運営・維持管

理費の見込額を算出する。また、２０年間の設備更新に関する見通し及び

見込額を算出すること。 

 

④設計に向けた留意点の整理 

上記の検討過程や社会情勢等を踏まえた上で、設計に向けた留意点を

整理し、とりまとめること。 

（１０）基本計画のとりまとめ・成果品 

上記検討結果を基本計画としてとりまとめ、次の成果品を作成、納入する。 

    ・基本計画書 A４カラー製本１０部 
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    ・基本計画書概要版 A４カラー８頁 １０部 

    ・上記の電子データ（電子データはＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒにて提出、

図面は CADデータ及び PDFデータについても提出） 

 

（１１）会議資料の作成補助 

国・県等の「道の駅」事業推進に関連する主体や、連携が考えられる地元

団体、庁内の関連部課等による検討会の会議資料を作成する。会議は３回程

度とする。 

（１２）打合せ 

業務遂行にあたっては、業務着手時、中間１回、成果品納入時の計３回の打

合わせを実施し、管理技術者は必ず出席することとする。ただし、業務の進行

状況に応じて適宜打合せを実施するものとする。 

７ 完了報告及び検査 

受注者は、業務を完了したときは、履行期限までに成果物及び完了報告書を

提出し、発注者の検査を受けるものとする。修正が必要な場合は、速やかに発

注者の指示のもと修正を行い、その費用は全て受注者の負担とする。  

８ 委託料の支払い 

受注者は検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができ

る。なお、事業完了前の前金払い、部分払い等の請求については契約事項に定

めるとおりとする。 

９ 著作権等 

成果物の著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 27 条及び第 28 条

に規定する権利を含む。以下同じ。）は、成果物を引渡したときに全て発注者

に帰属する。受注者は発注者に無断でこれらの使用、貸与及び公表等を行って

はならない。  

    受注者は、発注者に対し、成果物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵

害しないものであることを保証する。  

    受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づ

き保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている

履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければな

らない。 
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１０ 資料等の貸与 

   発注者は、受注者から業務上必要な資料等の貸与を求められた場合、これを

貸与する。 

   受注者は、貸与された資料等の取扱い及び管理に十分注意するとともに、本

業務の目的以外に使用してはならず、業務完了後は速やかに返却するものと

する。 

   

１１ その他 

業務着手段階から、成果品が作成されるまでの工程において、市との連絡を

密に行い、修正等が生じた場合はその都度協議する。 

受注者は、本業務によって知り得た事項を発注者の許可なしに第三者に漏

洩してはならない。また、コンサルタントとしての中立性を厳守しなければな

らない。 

本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び

受注者が協議して定めるものとする。 


